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栃 木 県 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

 

 令和８(2026)年４月２日(木)、栃木県教育委員会定例会を栃木県庁南別館内教育委

員室に招集した。 

                                 

１ 出席者（教育長及び委員）は次のとおりである。 

    １番（教育長）       中 村  千 浩 

  ２      番      永 島  朋 子 

  ３      番      松 金  公 正 

  ４      番      尾 﨑  宗 範 

  ５      番      板 橋  信 行 

  ６      番      手 塚  絵 理 子 

 

２ 議事に参与した職員は次のとおりである。 

    教 育 次 長      細 川  智 彦  

  教 育 次 長      髙 野  和 泰 

  総合教育センター所長      河 上  恵 太 

教 育 政 策 課 長      倉 金  有 一  

   施 設 課 長      石 川  真 也 

   学 校 安 全 課 長      郡 山  洋 孝 

義 務 教 育 課 長      安 藤  育 夫 

    高 校 教 育 課 長      大 森  淳 子  

    特 別 支 援 教 育 課 長      木 戸  朋 子  

    生 涯 学 習 課 長      上 﨑  桂 子 

    健 康 体 育 課 長      熊 木  則 裕 

    総 務 主 幹      福 島  貴 之  

    教 育 Ｄ Ｘ 推 進 室 長      小 川  賢 一  

  高 校 再 編 推 進 班 長      植 竹   暁 

    人 権 教 育 室 長      土 方   勝 

    福 利 室 長      篠 﨑  邦 夫 

 

３ 午後３時00分、教育長及び委員５名が出席しており、委員会は成立したので、教

育長は定例会を開催する旨を告げた。 

 

４ 教育長は、本日の会議録署名委員に６番手塚委員を指名した。 

 

５ 教育長は、本日の議案等のうち第４号議案については、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第14条第７項の規定に基づき、会議を非公開で行いたい旨を諮っ

たところ、全出席者の賛成により非公開とすることに決定した。 

 

６ 報 告 

（１）令和９(2027)年度栃木県立高等学校入学者選抜における調査書の提出方法等に 

ついて 

（２）令和９(2027)年度栃木県立特別支援学校高等部入学者選抜における調査書の提 

出方法等について 

教育長から説明を求められ、高校教育課長及び特別支援教育課長が説明した。 
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この報告に関して、出席者からは次のとおり意見等があった。 

〔委 員〕 

今回のような内容の変更があった際、教職員への周知はどのように行うのか。 

栃木県電子申請システムによる電子データでの提出とのことだが、電子デー 

タの状態で使用するのか、あるいは、プリントアウトして使用することもでき 

るのか。電子データの場合は、調査書を一度に見ることができるのか、使い勝 

手について確認したい。 

〔事務局〕 

  周知については、中学校の進路指導主事向けに６月にオンライン説明会等を 

予定している。高等学校については機会を捉えて随時説明していきたいと考え 

ている。 

電子データの様式やそれらの使い勝手については、中学校と協議を行ってい 

るところ。間違いが起こらないよう慎重に検討していく。 

〔委 員〕 

大きな変更になるため、教職員が使いやすいような仕組みにして欲しい。 

〔教育長〕 

現行制度の「欠席が多い状況や理由等」について提出することができる自己 

申告書については、引き続き希望があれば提出できる方向で検討しているとい 

うことでよいか。 

〔事務局〕 

  今までは欠席日数 30日という基準があったが、こちらも中学校と協議をしな 

がら、希望があれば提出することができるという方向性で検討している。 

 

（３）栃木県公立学校職員の初任給調整手当の支給に関する規則の制定等について 

（４）会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部改正について 

教育長から説明を求められ、教育政策課長が説明した。 

この報告に関して、出席者から質問や意見はなかった。 

 

７ 第１号議案 令和９(2027)年度栃木県立高等学校入学者選抜要項について 

  第２号議案 令和９(2027)年度栃木県立中学校及び県立中等教育学校入学者選考 

要項について 

第３号議案 令和９(2027)年度栃木県立特別支援学校の高等部及び幼稚部の入学 

者選抜要項について 

第１号議案、第２号議案及び第３号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

この議案に関して、出席者からは次のとおり意見等があった。 

〔教育長〕 

第１号議案 p.２の出願変更期間は２月 10 日と２月 12日となっているが、３日 

の間ではなく、この２日に限定なのか。 

〔事務局〕 

出願変更は基本的に学校に直接出向いて取下げをすることになるが、２月 11 

日は休日であるため、２日に限定される。 

〔委 員〕 

再募集については、定員を満たしていない学校のみの実施か。 

〔事務局〕 

おっしゃるとおり。 
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８ 教育長は、第４号議案については、先の決定のとおり、会議を非公開で審議する 

旨を告げた。 

 

９ 第４号議案 令和８(2026)年度栃木県教科用図書選定審議会委員の任命について  

第４号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

 

10  教育長は、以上で本日の会議を終了することを告げ、午後３時48分、閉会した。 


